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開 会 １０：００ 

 

（議長） 

おはようございます。 

ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達しておりますので、会議は成立致しました。た

だいまから、平成２７年第６回江差町議会臨時会を開会致します。 

 

（議長） 

本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

（議長） 

日程第１、会議録署名議員を指名致します。 

会議録署名議員は、会議規則第１２９条の規定により、塚本議員、萩原議員を指名致します。 

 

（議長） 

日程第２、会期の決定についてを議題と致します。 

今臨時会の会期は、本日１日とすべき旨、議会運営委員会委員長から報告がありました。従

いまして、今臨時会の会期は、本日１日にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

ご異議なしと認め、 

よって、会期は本日１日とすることに決定致しました。 

 

（議長） 

次に町長からの行政報告の申し出がありますので、これを許可致します。 

「町 長」。 

 

「町 長」（行政報告） 

おはようございます。 

最初に、日本で最も美しい村連合の加盟決定について、ご報告申し上げます。 

ＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」連合は、２００５年１０月に全国７つの町村からスタート致しま

した。 

連合への加盟条件ですが、１つ目は人口が概ね１万人以下であること、２つ目は地域資源が２
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つ以上あること、３つ目は連合が評価する地域資源を活かす活動があることが条件であり、江差

町の推薦した地域資源は、①いにしえ街道、②江差追分、③姥神大神宮渡御祭の３つの地域

資源をあげ、３月に新規加盟の申請を行いました。 

７月に現地調査を受け、また、私も加盟にあたってヒアリングを東京の本部で受けたところでご

ざいます。 

９月に連合本部から内定通知を受け、１０月２日、長野県木曽町で開催されました連合の臨時

総会において、江差町の加盟承認が正式に議決されました。 

北海道からは、滝川市江部乙地域と合わせて１町１地域が新規認定となり、これにより北海道

の加盟町村は、美瑛町、赤井川村、標津町、鶴居村、京極町、黒松内町と合わせて８町村地域

になり、全国の加盟町村地域は６０町村地域となりました。 

日本で最も美しい村連合の理念ですが、①かけがえのない美しい村づくり、②美しい村連合

を通じた加盟村の自立、③美しい村の文化・産業の次世代への継承を掲げております。 

次に、連合に加盟することによるメリットですが、一つ目として、「自分たちの地域が美しいまち

づくりをする」というビジョンを掲げ、町の住民と外部に向け地域づくりの再構築を図るスタートとさ

せることができます。 

二つ目として、「私たちは日本で最も美しい村連合に加盟しています」と打ち出すことができ、

ロゴマークを使用することができます。 

三つ目に「学びの場に参加できる」ことです。 

美しい村連合加盟町村の中では、世に知られた優れた実績を示す町村が多く加盟しておりま

す。 

連合は、首長による戦略会議や担当補佐役会議を定期的に開催し、学習の場を設けておりま

す。 

また、加盟町村同士の情報交換も実施されております。 

さらに、東京に事務局本部が設置されていることから、ホームページやフェイスブック、またガ

イドブックや年４回発行の季刊誌などで、全国に江差町の情報が随時発信されることでありま

す。 

来年、北海道新幹線が開業するタイミングでの加盟となったことから、全国に江差町を売り込

むきっかけになるものであり、本加盟したことの情報は、町広報誌等も通じながら周知を図ってい

きます。 

私は連合加盟したことで目的が達せられたという訳ではなく、今後はより一層、江差町の美し

い景観を守り、伝統文化を継承していくため、行政のみならず、住民と一体となった運動を展開

していかなければならないと考えております。 

以上、日本で最も美しい村連合加盟決定についての、ご報告を申し上げます。 

最後に寄附採納についてご報告申し上げます。 

２件の寄附採納についてでございます。 

平成２７年９月１１日、江差町字茂尻町３４５番地１７、朝日新聞サービスアンカー江差所長、松
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崎浩様より、フェイスタオル１００枚の寄贈がありました。 

また、平成２７年９月２１日、厚沢部町字美和１２５１番地３、株式会社アークシティダイマル店、

代表取締役社長、洪賢一様より、フェイスタオル５７枚の寄贈がありました。 

寄贈頂きましたフェイスタオルにつきましては、養護老人ホームひのき荘の入荘者及び支援・

介助業務等で使用させて頂いております。 

以上のご寄附がありましたことをご報告申し上げるとともに、改めてご厚志に厚くお礼を申し上

げ、行政報告とさせて頂きます。 

 

（議長） 

以上で、行政報告を終わります。 

 

（議長） 

日程第３、議案第１号、平成２７年度江差町一般会計補正予算（第８号）についてを議題と致

します。 

 

（議長） 

提案理由の説明を求めます。 

 

「町 長」 

議長。 

 

（議長） 

「町 長」。 

 

「町 長」（提案理由） 

 議案第 1 号、平成２７年度江差町一般会計補正予算（第８号）についてでございます。 

 今回の補正内容につきましては、地域ケア会議定着推進事業並びに北海道地域づくり総合交

付金の内示に伴う事業など１４事業に係る経費の補正をお願いするものでございまして、歳入歳

出予算の総額にそれぞれ４，１６３万９千円を追加し歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ

５１億８，９０９万円とするものでございます。具体的内容につきましては担当課長より説明致しま

すので、ご審議の上議決頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

 

（議長） 

「財政課長」。 

 

「財政課長」（補足説明） 
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 おはようございます。それでは私の方から補正予算の内容を説明させて頂きます。 

 議案書３頁の方をお開き願いたいと思います。まず、民生費・老人福祉費、地域ケア会議定着

推進事業でございます。介護支援専門員等で構成されます地域ケア会議、でこの会議の定着を

図るための研修会や周知に係る経費の補正でございまして、補正額は１，００１万円、財源内訳

は、失礼致しました１０１万円、財源内訳は国庫補助金が１００万円、１万円が一般財源となるもの

でございます。 

 次に農林水産業費・漁港管理費、江差追分漁港(泊地区)船揚場附帯施設整備事業補助でご

ざいます。資料の方は２頁となります。江差追分漁港泊地区の２カ所ございます船揚場機械庫の

更新でございまして、事業実施主体となります泊漁港船主組合への補助でございます。補正額

は１，３８４万２千円、財源内訳は道補助金・地域づくり総合交付金となりまして６９２万１千円、残

り６９２万１千円が一般財源となります。 

 次に商工費・商工業振興費、江差町商店街活性化対策(江光ビル解体等・ＰＣＢ汚染機器処理

分)でございます。資料の方は３頁となります。江光ビルにございましたＰＣＢ汚染機器の処分に

係る経費でございまして、江差中央商店街協同組合への補助でございます。補正額は２０１万６

千円全額一般財源でございます。 

 次に商工費・観光費、江差町ＰＲ用多言語化ＤＶＤ作成事業でございます。資料の方は４頁で

ございます。平成２５年度に作成しました町の観光ＰＲ用のＤＶＤ、こちらの方を多言語化するた

めの委託経費でございまして、補正額は５２２万８千円、財源内訳は地域づくり総合交付金が２６

０万、残り２６２万８千円が一般財源となります。 

 次に商工費・観光費、｢日本で最も美しい村｣連合活動でございます。資料の方は５頁から７頁

となるものでございます。日本で最も美しい村連合へ加盟となったところでございますけれども、

加盟に伴います連合への負担金、それからスポンサー企業等との交流会の参加旅費、パネル

作成の委託経費等に係る補正でございます。補正額は９８万１千円全額一般財源でございま

す。 

 次に商工費・観光費、観光振興事務(北前船寄港地フォーラム開催地誘致対策)でございます。

資料は８頁９頁となります。石川県加賀市で開催されます、第１７回の寄港地フォーラムへの参加

旅費となるものでございます。補正額は１８万円全額一般財源となるものでございます。 

 次に商工費・追分会館管理費、江差追分会館ユニバーサルデザイン化改修等でございます。

資料は１０頁でございます。追分会館の展示資料の作製、また伝習演示室観客席と駐車場側の

入り口の改修、それからその他の修繕でございます。補正額は１，２６９万２千円、地域づくり総合

交付金が５６０万円、残りが一般財源となるものでございます。 

 次に商工費・自然公園管理費、かもめ島海上遊歩道側壁崩落対策でございます。この事業に

おきましては既に工事を終えている事業でございますけれども、地域づくり総合交付金の内示が

ございましたので財源を補正するものでございます。道支出金を３９０万円増額し一般財源を同

額減額するものでございます。 

 次に同じく商工費・自然公園管理費でございます。かもめ島海上建築、かもめ島、島上建築物
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危険防止対策でございます。資料の方は１１頁となります。今月の１日から２日にかけましての暴

風により、当該建築物の北側の外壁一部が崩落致しました。２日の日にすぐさま所有者の方とお

会い致しまして、状況を説明し修理などの対応をするよう、こちらの方から依頼したところでござ

いますが、修理の意思が全くなく、また視力の方も無いという事でございますので緊急避難的に

町がこれ以上の崩落と、また飛散を防止するために対策を講ずる事としたものでございます。具

体的には北側の外壁が浮いてしまっておりますので、全て剥がし全面をコンパネで塞いでしまう

事としておりまして、その経費で、その経費の補正でございます。補正額は３６万円全額一般財

源でございます。 

 次に土木費・都市整備事業費、しにしえ街道「憩いの場(湧水)」環境整備でございます。資料

の方は１２、１３頁でございます。町会所会館のトイレ入り口側左横の所にございますスペースで

湧水を利用しました手押しポンプを設置するものでございます。補正額は４０万円全額一般財源

でございます。 

 次に教育費・(小学校費)教育振興費、小学校図書整備、並びに同じく教育費の中学校費の教

育振興費でございます。中学校図書整備でございます。併せてご説明させて頂きます。株式会

社ユーラス江差風力からの寄附金の活用でございまして、小学校及び中学校の図書を整備する

ものでございます。補正額はそれぞれ小学校の方が９３万円、９１万５千円が寄附金で残り１万５

千円が一般財源、中学校の方は補正額５０万、４９万円が寄附金で残り１万円が一般財源となる

ものでございます。 

 次に教育費・(中学校費)学校建設費、江差中学校グラウンド等整備(湧水対策)でございます。

資料の方は１５頁となります。江差中学校グラウンドでございますけれども、湧水対策と致しまして

暗渠配水管を布設するものでございます。補正額は３３０万円全額一般財源でございます。 

 次に教育費・保健体育総務費、生涯スポーツ推進(フロアカーリングセット購入)でございます。

資料の方は１４頁となります。こちらの方もユーラス江差風力からの寄附金を活用するものでござ

いまして、補正額は２０万円寄附金が１９万５千円で残り５千円が一般財源となるものでございま

す。  

 補正額合計で４，１６３万９千円、財源内訳が、国庫支出金が１００万円、道支出金が１，９０２万

１千円、その他特定財源が１６０万円、一般財源が２，００１万８千円となり一般財源は全額前年度

繰越金を充当するものでございます。以上で説明を終わりますので、よろしくお願い致します。 

 

（議長） 

以上で、提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑希望ありませんか。 

 

（議長） 

 はい、「小野寺議員」。 

 

「小野寺議員」 
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 ３点お聞きします。まず３点、先に言います。 

 観光費、江差町ＰＲ用多言語化ＤＶＤ作成事業。それから２つ目も同じく、観光費、｢日本で最

も美しい村」連合活動。３つ目が、自然公園管理費、かもめ島、島上建築物危険防止対策。この

３つ、お聞きします。 

 それでまず１点目、多言語化の関係なのですが、あのこの事業そのものは、えっとこれどこ見て

こっちか、全部大坂課長なるのですか、はい、すいません。この事業そのものについては、あの

おおいに賛成するところであります。それでこの事業との関連でちょっとお聞きしたいと思います。

あの多言語化、あのまああの韓国も、中国も、本当にこの道南に観光客、今年の夏それから秋の

連休の時も入っていると、ですからこういう事業についてはおおいに私あの賛成だと必要だと思

いますが。ちょっとお聞きしたいんですけれども、もちろん今回のＤＶＤはそういう観光客を誘致

するために、きっと色々なところにも何ていうのでしょうか、貸し出しや、観光に何か使ってもらっ

ていると、そういうふうに利用すると思うんですよ、町の中でも使うのでしょうかね、それでこれをや

るとすれば当然、実際に江差町にそういう関係、今も勿論入っているのかも知れません。中国人

だとか韓国人だとか、来た場合の多言語化対策も併せてこれから検討していかなければならな

いと思うんですよ。例えば、案内表示板とかですよね。あげれば色々ありますね、その点今回の

このＤＶＤ、これはこれで良と致しますが、賛成致しますが今後のこの件についての対策どのよう

に考えているかお聞きしたいと、これが１点目です。 

 それから「日本で最も美しい村」の件なのですが、これあの議員協議会等で何回かあのここで

やり取りしておりますので、この内容については、特段問題は無いと思いますが、先程の町長の

えっとなんだ、行政報告の２頁目にもありましたが、今後住民と一体となった運動を展開していか

なければならないと、もう正しくそうだと思うのですね。決まりましたっていう事で本当に町長の言

っている事が動くかといったら、多分これからの問題だろうと思うのですが。担当課の方で町長と

色々論議していると思いますが、今後の住民と一体となった運動、何か考えている事あれば、ま

あ今回１つ湧水ですか、ありますけれどもちょっとお聞きしたいと思うのですよ。それで因みにちょ

っと私の意見。やっぱり「美しい」ということになれば、今回勿論この３つが地域資源としてあげて

いますが、「美しい」ということになれば当然、この部分以外に町長の執行方針にもあります、江

差の美しい景観を守り一般的には「美しい」となると観光客も我々も含めて、ああ本当に江差の

町、自然も含めて道路も河川も含めてやっぱり美しいなと、そういう部分がきっと住民運動だろう

と思うのですよ。この間決算でちょっと外行ってみた時も、改めて思ったのですが河川には不法

投棄されているとかですね、それから江差に入ってきた時によくどこでもそうなのですが、他所の

町から例えば江差に入る時の印象といったら、やっぱりきっと綺麗な道路だとか、草花だとか花

だとか、ああ同じ事か。そういう事も含めれば江差というのはどうしても海岸線だからやむを得な

いのかも知れませんが、草花、非常に少ない。これはもう何年か前にも色々出ましたけれども改

めて、そういう美しい町づくりという、あのトータル的にやっぱりやっていかなければならないと思う

んです。それを含めた「日本で最も美しい村」この３つの資源と併せてだろうと私は思うんですが、

まあそこら辺も含めてちょっと課長のお考え。 
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 それから最後、かもめ島の上の問題ですが、これも実は決算で色々ありました。それでちょっと

お聞きしたい。あのこれ担当は、大坂課長の所になっていますが、これは商工、あの道立自然公

園の上って事できっとそうなのでしょうけども、ああ違ったごめんなさいそっちか。ただ法的にはで

すね、これ建設課長、建築基準法の観点をきちっとしていかなきゃなんないと思うのですよ。まあ

どっち見て言って良いのか。あのこの間旧江光デパートが色々なあの看板の関係、当時の人い

るのかな、あの時もありました。個人の財産が傷んでいるからといって、行政で出動するという事

はこれよっぽどのきちっとした考え方裏付けがなければ、なかなかできないけれども先程も課長

答弁ありましたが、まあいわば緊急避難ですよね。それにしたって、建築基準法で一定程度この

間法律改正で、老朽危険家屋の一定の法的な流れっていうのは出来ましてよね。あくまでもそれ

は持ち主の責任ですよ、但しですよね、但しそれに対してその対策取らなかったら例えば行政が

やって、後から持ち主に請求すると、まあ色々な手立てありますけれども、ありますがそれはとも

かく。町が直接補助金出して、補助金と言うか違うのか補助金じゃ無いですね。町が直営でやる

という事はやはり一定のルールを作らなければならないと思うんです。私、今回の補正について

は賛成という立場で質疑致しますが、今後もし似たような事が出来れば、やはり町としての一定

の考え方、まあ条例になるか要綱になるかともかく、先程の事情、本人、所有者は直す資力が無

いとなどなどなどの場合はこういうふうにするのだって一定のルールを作らなかったら私はまずい、

と思うのです。そこら辺法的な部分の見解と、江差町の対応、一定のルール化をどのように考え

ていらっしゃるかお聞きしたいと思います。以上３点。 

 

（議長） 

 はい、「追分観光課長」。 

 

「追分観光課長」 

 まず、最初の多言語化ＤＶＤ作成事業にかかわる、まあ関連の観光対策っていう事の質問だと

思います。まあ今回ＤＶＤの多言語化４カ国語、これをまああの英語版と、韓国、台湾、そして中

国とまずはこのＤＶＤを多言語化する、その他にこのインバウンド対策なのですけれども、外国人

対策ですね。町のホームページ、これの多言語化、これもあの今年度進めております。でこの町

のホームページは、英語版から４カ国語なのですが、これはあの外国におのおの発信するという

事で、例えば江差町のホームページが中国語でインターネット上にでて、中国に発信すると。で、

このような事もやって、やろうとしております。それと案内板の関係、これも、実はあの今月初旬に

ずっと町内の国道町道含めながら、歩くコース又は自動車で来た場合のこの２つのコースの観

光案内板を、全部チェックを致しました。委託先の北海道開発技術センターと一緒に、まわりまし

て、で尚、明日実際に３カ国の外人さんが、明日朝から我々と一緒に実際にそのコースをまわる

と、いうような事で案内板についても、いっぺんには全部出来ません。徐々に色々な点を改修し

ていくような事も考えております。函館に３５万人、昨年外人が外国から観光客が来ております。

そのうちの９割が程言った４カ国の外国人です。で今後増えるだろうという事で、江差町にも訪れ
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る外国人対策は今言ったような事業で進めて参りたいと思います。 

 それと、「日本で最も美しい村」連合に加盟した事による、町民との連携といいますか対策という

事です。まだ正式にはあの、加盟したばかりなので来年度に向けて準備を進めていきたいと考え

ておりますが、例えば、あの「日本で最も美しい村」づくりの推進本部を設けるとか、又はあの協

議会を設けるとか、この辺については町全体で役場内の組織だけでなく町内会も巻き込んだ運

動展開を考えていきたい、そのように思っていますし、先程あの例えば道路や河川、またはあの

各施設等は、これはあの我々だけでやれる事ではございません。当然あの各課の連携、それと

町内会のあのいわゆる気運の醸成という事も含めながらですね、環境に優しい景観作りというも

のを進めていきたい、こう思っております。以上です。 

 

（議長） 

 はい、「財政課長」。 

 

「財政課長」 

 島上の建築物を町が手をかけるって事の、まあ法的な観点からという事でございますけれども、

まあ法的には問題ないと考えてございまして、北海道町村会の法務支援室の方でホームページ

に同様の部分の解説、載ってございましてそちらを参考に、法的には問題無いと考えているもの

でございます。 

 

（議長） 

 はい、いいですか。 

 

（議長） 

 はい、「総務課長」。 

 

「総務課長」 

 最後にあのルールづくりに関してなんですけれども、まあ空き家の対策でございますが、先般

の決算特別委員会の中でもですね、総括質疑におきまして町長答弁して参りました。あの繰り返

しになりますけれども、空き家が景観、それから防犯、防災上において問題となっている現状に

あるということもございます。まあ町としても複数の課、これらに関連しているという事もありますの

で、まあ横断的な体制構築を図っていきたいなというふうに思っております。具体的になんです

けれども、まあ防災、衛生、景観等々の面からですね町民の皆さんに深刻な影響を及ぼす事の

無いような空き家なりの計画となるのか、またはガイドラインという形になるのか、それらを年度内

目途に、策定出来るような体制を今後関係各課と協議を図りながら取り組んで参りたいと思って

おりますので、ご理解願いたいと思います。 
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「小野寺議員」 

 はい、議長。 

 

（議長） 

 はい、「小野寺議員」。 

 

「小野寺議員」 

 えっと、了解致しました。それで最後に１点だけ、今総務課長、話ありましたその危険家屋という

か、あの現状、今回かもめ島はともかくですね、あの何年か前に危険かどうか別として空き施設と

いうか、空き家屋の調査あれどこ建設、なんでしたか建設課、どっかあの空き家屋調査した事が

確かあったとは思うのですが。あの今回のように暴風等で、もしかしたら危険な状況になり得ると

いう事も含めて何か町として、現在調べたのか調べているのか、調べようとしているのかという事

も含めてですね、その空き事業所も含めた家屋、結構ありますよね。ですから私はかもめ島の上

のあの建物だけでは、私は無いと思っているのですが、今後そういうルール化の事と併せて、江

差町全体の状況っていうのも的確に押さえなければならないと思うんです。その点どうでしょう

か。 

 

（議長） 

 はい、「総務課長」。 

 

「総務課長」 

 あの今、議員おっしゃるとおり数年前に当時の建設水道課の方で、あの空き家についてはで

すね、調査もしております。まあ件数につきましても把握はしているところでございます。今回の１

０月１日の暴風以降、３回ほど暴風警報が発令されているという現状の中で、あの今のところはこ

れといった大きな被害が無いという現状でもありますので、今後につきましても、あの把握には努

めていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願い致します。 

 

（議長） 

いいですか。他に質疑希望ありませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結致します。 

お諮りします。 

本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め、直ちに採決致します。 

議案第１号、平成２７年度江差町一般会計補正予算（第８号）について、原案に賛成の方の挙

手を求めます。 

 

（議長） 

挙手全員であります。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

（議長） 

以上で、本臨時会に付議された案件は、全て議了致しました。 

これで会議を閉じます。 

平成２７年第６回江差町議会臨時会を閉会致します。ご苦労様です。 

 

 

                                                閉 会 １０：３０ 

 

 


